
 

 

 

専決処理報告 第 １ 号 

 

 

平成 27年度高知県一般会計補正予算に係る意見聴取に関する議案 

専決処理報告 

 

 

 平成 27年 12月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規定に基づく高知

県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、高知県教育委

員会事務専決規程第６条第１項の規定により専決しましたので、報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務専決規程 

 第６条 教育長は、第２条に掲げる事務以外の事務について緊急やむを得ない事情により教育

委員会に付議することができないときは、これを臨時に専決することができる。 

  ２ 教育長は、前項の規定により臨時に専決したときは、次の教育委員会の会議に報告し、

承認を得なければならない。  



  　　　　債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
　　　　　又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書
　　  　　   追　　　　加 （単位千円）

前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳
課　名 事　　　　　項 限　　　　　度　　　　　額 支出(見込)額 支出予定額 特定財源 一般財源

期　　　間 金額 期　　　間 金額 国庫支出金 地方債 その他
ス ポ ー
ツ 健 康 318,250 平成27年度 318,250 318,250

～平成29年度

高知市東部総合運動場多目的
ドーム整備事業に対する補助
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